


少しでも不審に思った場合には、表記  日本証券業協会未公開株
通報専用コールセンターもしくは下記にご相談ください。

二次被害にもご注意！二次被害にもご注意！二次被害にもご注意！

■金融庁（金融サービス利用者相談室）　☎ 0570-016811  
※ IP電話・PHSからは03-5251-6811へ
注意情報HP（http://www.fsa.go.jp/ordinary/mikoukai/index.html）

■警察庁（警察総合相談電話番号） 　☎＃9110（全国共通）
※ダイヤル回線及び一部のIP電話で不通の場合は、

　　都道府県警察の相談窓口（http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm）へ

■日本弁護士連合会
各都道府県弁護士会の「法律相談センター」
（http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html）へ

■消費者ホットライン　☎ 0570-064-370　
※全国の消費生活センター等（http://www.kokusen.go.jp/map/index.html）へ
注意情報HP（http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20091203.html）

その 他の相 談 窓口

お金を渡したとたん
連絡が

とれなくなって…

最近、未公開株を購入した方に対し、金融庁、証券取引等
監視委員会または、日本証券業協会（以下、「金融庁等」
といいます）の名や、それらを連想させる名称を用いて、
代金の取り戻しの話を持ちかけるなど、悪質な二次被害
的事例が相当件数報告されております。
金融庁等の職員が個人宅に連絡をしたり、外部に委託
したりすることは一切ありませんので、ご注意ください。
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